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第２章 河川整備計画の目標に関する事項 
 第１節 河川整備計画の対象区間 
 河川整備計画の対象区間は、一級河川梯川水系前川圏域の石川県知事管

理区間とする。 

表-1 河川整備計画の対象区間 

河川名 計画対象区間 延長(km) 

前川 梯川合流点～木場潟からの流出点 5.31 
木場潟  3.00 
日用川 木場潟流入点～法指定上流端 5.94 
粟津川 日用川合流点～法指定上流端 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 圏域概要図 
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 第２節 河川整備計画の対象期間 
   河川整備計画の対象期間は、計画策定から概ね30年間とする。 
 
 第３節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 
 災害の発生の防止又は軽減に関しては、前川においては、木場潟周辺で

農地の浸水が生じた平成８年６月洪水の被害状況及び沿川の資産を考慮し、

概ね50年に１回発生する規模の降雨による洪水から防御するため、河道の

整備により洪水の安全な流下を図る。また、粟津川においては、温泉街か

ら下流において家屋の浸水が生じた昭和58年９月洪水の被害状況及び沿川

の資産を考慮し、概ね30年に１回発生する規模の降雨による洪水から防御

するため、河道の整備により洪水の安全な流下を図る。 
 
 第４節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 
 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、河川水が農

業用水として利用されている状況であるので、関係機関と協力して取水状

況の把握などを行い、適正かつ合理的な水利用がなされるように努めると

ともに、魚類が豊富に生息する本圏域の特徴を維持し、良好な水環境の保

全に努める。 

 また、日常から流況及び魚類の生息状況、河川の汚濁状況を把握し、特

に魚類の良好な生息の場となる瀬の保全に努める。 

 水質については、良好とは言えない状況であるが、今後も河川パトロ－

ルを行い、河川の汚濁防止に努めるとともに、関係機関と連絡調整を図り

ながら水質の回復・保全に努めるものとする。 

 また、地域住民が河川愛護活動に積極的に参加するよう広報活動に努め

る。さらに、突発的な水質汚濁に対しては、関係機関と協力してその原因

を調査し、対策を協議し、適切な対応を行っていく。 

 また、渇水時には、河川パトロ－ルを強化するとともに、早い段階から

その状況を渇水連絡会議などの場で関係者に説明し、利水者にさらに効率

的な河川水の利用を促すなど、渇水被害の軽減を図り、河川水が維持され

るよう努める。 
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 第２節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 
 河川の維持管理は、災害発生の防止、河川の適正な利用と流水の正常な

機能の維持、河川環境の整備と保全の観点から、河川管理施設等に関して

適切な維持管理を行うため、具体的に下記の事項に努めるものとする。 
 
  １ 河川管理施設の維持管理 

 河川管理施設の機能を十分に発揮させることを目的として、堤防、護

岸及び河川工作物等の定期的な巡視、点検、整備を行うとともに、機能

の低下を防止するための機器の更新、施設自体の質的低下を防ぐための

補修を行う。 

 また、大雨、洪水、台風等により災害が予想される場合や出水後に重

点的な巡視を行い、異常箇所の早期発見に努める。 

 

  ２ 樹木及び堆積した土砂等の管理 

 河道内の樹木及び堆積した土砂等は、洪水時の流下能力を維持するこ

とを目的とし、河川パトロ－ルにより繁茂状況及び堆積状況を把握し、

必要に応じて周辺河川環境を考慮しながら伐採及び撤去等の維持管理に

努める。 

 

  ３ 河川空間の適切な利用調整・管理 

 木場潟周辺は、親水公園、遊歩道、水辺に近づける施設等の整備を行

い、市民に憩いの場を提供しているので、今後とも、適切な河川空間の

利用がなされるように努める。 

 

  ４ 河川情報の高度化及び提供 

 洪水に備えるため、雨量・水位情報の集積を図る「河川総合情報シス

テム」を構築し、洪水災害等への対応の迅速化に努める。また、洪水時

等は「河川総合情報システム」により圏域内の雨量や河川水位等の河川

情報の収集を行い、市民へインタ－ネット等で情報提供するとともに、

関係機関とも連携して水防体制の維持・強化に努める。 
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  ５ 水量・水質の監視等 

 適正な河川管理のために、日常的に雨量・水量の把握を行うとともに、

定期的に水質の把握を行い、必要に応じて地域への情報提供を行う。渇

水時には、関係機関への情報提供や収集を行い、円滑な渇水調整がなさ

れるように努める。 

 また、河川巡視や関係機関との連携により水質事故等の早期発見と適

切な対処に努める。 

 

 第３節 その他河川の整備を総合的に行うために必要な事項 
  １ 地域住民と共同で行う河川管理 

 前川圏域の豊かな自然を保全し、良好な社会資本として利用し、また、

次世代へ引き継いでいくためには、地域住民の理解と協力を得ることが

重要である。 

 このため、河川に関する情報提供に努めるとともに、河川整備、河川

環境に関する地域の意見・要望を十分に把握することにより、地域住民

との連携を図り、住民参加による川つくりや河川清掃等の活動の支援に

努める。 

 

  ２ 防災意識の向上 

 前川圏域の洪水被害を防止・軽減するためには、河川整備と併せて地

域住民一人一人の防災意識を高め、洪水時の迅速かつ的確な水防活動及

び警戒・避難を行う必要がある。 

 このため関係機関と協力して平時から水防活動及び警戒・避難を支援

する「河川総合情報システム」により情報の提供を行い、水防意識の高

揚に努める。 

 

 


